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１ 都市マスとの 

関係 

今回の景観計画骨子（案）と都市マス

タープランとの関係はどのようになっ

ているのか。都市マスタープランの中

には地域別の方針というのがあって、

大きく５つの地域に分かれていると思

う。そういう流れは、この景観計画で

も考えていくのか。 

今回提案している骨子（案）では、

一般基準、景観特性基準、地区限定

基準といった３点の視点に立って

決めていきたいということで、特に

この都市マスタープランの区分け

に基づいて決めていくといった考

え方ではありません。 

２ 景観特性「骨格」

の捉え方 

文京区はひだ状に高い台地と谷がある

ということが「骨格」というのではな

いか。全区的なスケールで地形がつく

る特性があるのではないか。 

 

骨子（案）でいわれている「骨格」と

いうのは、河川や幹線道路という、体

に例えると骨ということでこういう表

現になっていると思うが、普通、景観

の特性の「骨格」というと、中心的な

ものと一般的にはイメージすると思

う。「骨格」という表現に違和感を持っ

た。 

 

明確に「神田川、幹線道路などを骨格

として」と説明した方が分かりやすい。

p.33 は「幹線道路は、都市の骨格を

形成する」と始まっているが、もう少

し広がりのある形で説明していただく

と良い。 

「骨格」は、幹線道路と神田川をイ

メージしており、それらは明らかに

景観特性として認識できるものだ

と考えております。それらを際立た

せていくためのランドマーク等に

ついて、基本方針４に６点記載して

いるのが「骨格」という位置付けで

す。 

より主旨を分かりやすく示すため、

第 1 章「文京区の景観の特性」を

修正しました。 ■p.6、18 

３ 景観特性「活動」

の捉え方 

第１章と第２章に「活動」とある。「は

じめに」に、「人々の活動や営みも景観

の中に含まれる要素」とあり、第１章

では、清掃している団体が幾つかあっ

てと書かれているが、そういうことと

同時に、もう少し広く「活動」を捉え

て表現、方針化できないものかと感じ

た。 

「活動」については、目で見てモノ

があるだけではなく、そこに人がい

て、イヌやネコもいて、活動があり、

賑わいがあることが、景観として意

味があると考えています。景観に

は、そういった生活感などをイメー

ジしたアクティビティが必要であ

ると考えています。 
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ただし、人の活動に対して基準をつ

くるということではなく、景観の概

念として捉えたいと考えています。 

 

４ 現時点の評価 現時点の景観のあり方をどう見られて

いるのか。平成２２年までの１１年間

で 1,179 件の協議を重ねて、法も整

った訳だし、景観行政団体に移行して

いく必要があるということで、基準も

一定のものをつくってそれに従ってよ

り良くしてくことになると思うが、現

時点の評価がどうだからもっとこうし

なきゃいけないという、もう一歩、現

在の状況の評価が欲しいと思ったがい

かがか。 

都市マスタープランp.10にも掲げ

ておりますが、景観の普及啓発につ

いては、都市景観賞やまち並みウォ

ッチングなどの事業を行っており

ます。 

また、景観法の制定前から、１１年

間という長きにわたって、景観事前

協議を行い、成果が上がっていると

考えております。 

今後は、これまで行ってきたものを

ベースにしながら、法に基づいた指

導・誘導により、より厳しい景観指

導・誘導を行うことによって、さら

なる効果を出していきたいと考え

ております。 

 

５ 表現方法 子供等に対しても、より分かりやすいよ

うに伝えていって欲しいといった意見

があったと思うが、それに対して、区の

考えがどういう心持ちがあるのかを伺

いたい。 

景観計画であるため、どうしても表

現は硬くなりますが、例えば、周知

に使うパンフレット等の配布する

ものは、分かりやすい表現で伝えて

いくというやり方が良いと考えて

おります。 

 

６ 全体について 区の思いが、未来の文京区像が明確でな

いと区民には伝わらないのではないか。

どうして計画をつくるのか、そして皆で

つくるといったことも含めてどうやっ

て話し合っていくのかということにつ

いての区の思いが、この計画の何処で区

民に伝えればいいのか伺いたい。 

 

区の考えていること、どういうものをつ

くろうとしているかをもう少しはっき

りとメッセージとして伝える必要があ

る。 

 

この景観計画において一番伝えた

い部分は、景観形成基準であると考

えています。景観計画に考え方は書

いてありますが、その考え方を実現

するのは景観形成基準です。 

まだ骨子の段階であるため、内容に

ついては謳っておりませんが、最終

的には具体的に書き込むこととし

ております。 
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７ 地域の 

ボトムアップ力 

個々の場所を誰がどう考えていくのか。

住んでいる人なのか、そこに興味がある

人なのか、その周りの人なのか、その

個々を考えていく人がどこに存在する

のかというような、個々の場所をどのよ

うに考えられていくのかを伺いたい。 

 

区民に伝わったところからまず一歩が

始まって、地域力、ボトムアップで自分

たちがこのまちを守るのだ、つくるのだ

というのを、いかにこの計画で発信でき

るか。地域の方が、この計画を受け止

めて、自分たちで何とかしなければ、

頑張ろうかな、とならなければいけな

い。地域のボトムアップ力が育つよう

なものを期待する。 

 

地元からのボトムアップが大切で

あることについては、ご指摘のとお

りです。 

ただし、景観計画をつくっただけ

で、地域の方々の景観づくりの関心

を高めていくのは、直ちに簡単には

いかないと考えております。 

景観計画で重要なのは、景観形成重

点地区であると考えています。重点

地区の基準は、地域の方々と話し合

いをしながら中身を詰めて、具体的

なことを書き込めると思っており

ます。それを実行することで、モデ

ル地区として、他の地域にも波及し

ていくというイメージでおります。 

 

８ 界隈について 現在の景観基本計画では、それぞれの界

隈の中に地形があり、まちの歴史があ

り、個性的なまちのまとまりがあり、ま

ちの骨格構造という項目立てになって

いた。 

今回の景観計画では、界隈を景観特性に

改めたということだが、これは２次元の

ものを３次元にしたというか、何かレベ

ルの違うものに移した感じが拭えない。

界隈のまとまりがなくなったので、界隈

をやめて景観特性にしたという感じが

する。この景観特性に「活動」があるの

が良く分からず、景観計画の構成が良く

分からない。 

景観計画でまちを守っていこうという

区の意気込みは分かるが、そのときに何

をしたら良いのかが見えない。今後、基

準をつくるときに明確に出して欲しい。 

 

現在の景観基本計画における１９

界隈の中には、必ずしも界隈として

の景観特性が明らかでないものも

含まれていると考えており、今回の

景観計画では、坂や歴史的資産など

の景観特性による景観形成をして

いきたいと考えております。 

９ 「はじめに」に

ついて 

この骨子（案）をもう少し分かりやす

くという気持ちというか、インテンシ

ョンでやっていただけると良い。特に

「はじめに」が、いきなり全部文章で

検討させていただきます。 

今後、素案を検討する際に、図版や

イラストなどを活用し、視覚的に理

解しやすい工夫を行います。 
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始まるが、少しビジュアルを入れるな

どの工夫ができたら良いと思う。 

 

■p.1 

 


